
医療機関や薬局では現在、従来の健康保険証とマイナンバーカード（マイナ保険証※）の
いずれかの方法で受診できますが、国の決定により２０２４年12月2日に従来の健康保険証の発行を終了します。
今後は原則としてマイナ保険証を使用することになります。

従来の健康保険証
発行終了

従来の健康保険証使用終了、
マイナ保険証に一本化（予定）

マイナンバーカードに
一本化 されます

※健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのこと。

マイナ保険証で受診すると、メリットいっぱい！

重要！重要！
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マイナ保険証で受診するには？

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、「保険証利用の登録」が必要です（登録は1回のみ）。

マイナ保険証 Q＆A

証明写真機から 郵 送
ハガキが届いたら、
受け取りに行く

医療機関・薬局の
顔認証付き

カードリーダーから
申し込む

※2024年3月時点の情報を載せています。今後内容が変わる場合があります。

必要なものは
マイナンバーカードのみ！
画面に従って操作

次の３つを準備
❶マイナンバーカード
❷マイナンバーカード読取対応のスマホ
❸アプリ「マイナポータル」のインストール

iPhone Android

※以下の3つから選択

マイナンバーカード
総合サイト

スマホから パソコンから

1

2

1 2

※2024年12月以降、マイナンバーカード取得中などの理由によりマイナ保険証で受診することが
できない方には、「資格確認書（有効期限は１年間の予定）」を交付します。


